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令和５年赤穂市教育委員会臨時会議事録 

 

１ 日  時        令和５年３月１６日 午後２時００分 

２ 場  所        赤穂市役所第２庁舎第２会議室 

３ 出席委員 

教  育  長         尾 上 慶 昌 

教育長職務代理者        大 河 龍 生 

委          員         池 坂 めぐみ 

          委     員         志 水  矛 

委     員         井 本 学 明 

４ 委員以外の出席者 

教 育 次 長         高 見 博 之 

教 育 次 長         入 潮 賢 和 

総 務 課 長         西 岐 厚 志 

こども育成課長         近 藤 雅 之 

幼児教育指導担当課長      中 丁 知 子 

学校教育課長          田 中 豊 史 

生涯学習課長          橋 本 政 範 

文化財課長           中 田 宗 伯 

スポーツ推進課長        笠 原 裕 之 

学校給食センター所長      正 木 洋 志 

中央公民館長兼市民会館長    本 家 信 治 

図書館長兼市史編さん担当課長  小 野 真 一 

書     記         澁 谷 文 江 

５ 付議事項 

第６号議案   公立学校教職員人事異動について 

第７号議案   令和５年度赤穂教育プランについて 

第８号議案   赤穂市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する 

等の規則の制定について 

第９号議案   赤穂市教育委員会決裁規程の一部を改正する規程の 

制定について 

第１０号議案  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関 

係教育委員会規則の整理に関する規則の制定につい 

て 

第１１号議案  赤穂市通学費補助金交付規則の一部を改正する規則 

の制定について 
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議 事 録 署 名 

 

               教  育    長    尾 上 慶 昌 

 

 

 

               署    名    人    井 本 学 明 

 

 

 

               署    名    人    大 河 龍 生 
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令和５年赤穂市教育委員会臨時会議事録 

 

教育長     ただいまより、教育委員会臨時会を開会いたします。委員全員の

ご出席をいただいておりますので、会議は成立しております。 

なお、第６号議案は人事案件のため、説明員として関係職員のみ

入室を許可しております。第７号議案より、その他の説明員の入室

を許可することといたします。 

はじめに、令和５年第２回教育委員会議事録の署名を志水委員と

 井本委員にお願いします。 

               （ 教育長署名後、志水委員、井本委員の署名 ） 

次に、赤穂市教育委員会会議規則第１４条第２項の規定により、

議事録署名人２名を次のとおり指名いたします。井本委員と大河委

員にお願いします｡ 

本日の議事に先立ち、赤穂市教育委員会会議規則第５条の規定に

より、議案の公開又は非公開の決定を行いたいと思います。 

第６号議案については、赤穂市教育委員会会議規則第５条第１項

第１号の市委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の

身分取扱に関する事件に該当すると考えられますので、非公開とし

てよろしいか。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、第６号議案は、非公開と決定

します。それでは、審議に入ります。             

 第６号議案「公立学校教職員人事異動について」事務局の説明を

お願いいたします。 

 

[ 非公開案件として、第６号議案「公立学校管理職人事異動に

ついて」説明を行い、その後審議を行った。 ] 

原案承認 

 

（ 説明員 入室 ） 

 

教育長     それでは、審議を再開いたします。 

次に、第７号議案「令和５年度赤穂教育プランについて」事務局

の説明を順次、お願いいたします。 

事務局    （ 令和５年度赤穂教育プランについて議案３～７ページに基づき

説明を行った。 ） 

教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 
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委員      質問ではないんですけれども、感想、お願いなんですが、各学校

ではこの「赤穂教育プラン」を受けて、各学校独自の学校教育目標

を決めたり、あるいはそれに向けての具体的な内容を職員とともに

作っていきます。特に今、この資料の中での個人的な意見としまし

ては、４ページの「小学校、中学校」の（１）「確かな学力」、こ

れがやっぱり学校教育の目指す一番根底となるものだと思っていま

す。これらについても各学校で、職員の授業力向上のために色々と

研鑽を積んでいくわけですが、どうか「子どもの実態」や「地域の

実態」、あるいは「親の願い」こういったものを踏まえて各学校考

えていっていただいたら、というふうに思います。以上です。 

事務局     ご指摘、ありがとうございます。この「赤穂教育プラン」につき

ましては、年度初めに校園所長会を開きまして、プランをお示しし

まして、学校経営に活かせるようにしてまいります。「確かな学力」

についても、主体的、対話的な深い学びができるよう授業改善は引

き続き行ってまいります。授業改善については、特に児童生徒がや

る気になる導入の工夫であるとか、「勉強したいな」とか「やって

みたいな」と思える導入を工夫したり、ＩＣＴ機器を活用したり、

子供同士の学びあいの場を設定したりするような授業スタイルを引

き続き研修してまいりたいと思います。 

委員      令和３年の臨時会の時に、生涯学習でしたら、坂越のアフタース

クールを隣の部屋の利用ができるようにするんだっていうお話があ

って、今年は城西小のアフタースクールの施設を整備する。毎年、

「今年はここの学校」「（今年は）ここの学校」と進んでいってい

る形なんでしょうか。 

事務局     アフタースクールの整備につきましては、現状を踏まえまして子

ども達の利用の状況とか、部屋の状況、それに応じまして対策の必

要なアフタースクールについて、整備を行っているということで、

５年度につきましては、城西小学校が人数の関係で若干狭くなって

おりますので、それらを含めて整備を考えたい、ということで実施

設計を予定いたしております。 

委員      坂越のアフタースクールはもう利用できるようになって、解決と

いうとおかしいですけど、進められるようになったということなん

でしょうか。 

事務局     坂越のアフタースクールにつきましては、その当時人数が多くな

ったということで整備をさせていただいて、今現在はそれを利用し

て保育をさせていただいておりますので、狭かったということにつ

いては、一応解消ということになっております。 
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委員      公民館も令和３年度に「照明のＬＥＤ化」と「講座の充実」と、

あと「漏電防止工事」を行います、という話で、また今年度も照明

で、やっぱりお金がかかるから、「今回はここ」「今回はここ」と

いう形で行われていると（いうことでしょうか）。毎年、照明の 

ＬＥＤ化ってお聞きしているので、どうなのかな、と思います。 

事務局     一度にすべて（の施設のＬＥＤ化工事）をやるというのは、多額

の費用が発生しますので、起債のメニューとか補助金の動向とかを

踏まえて、できるところからやっていって、というような状態であ

ります。 

委員      ７ページの基本理念の左側、「キャリア教育の推進」とあるんで

すけれども、キャリア教育は文科省とか経産省が打ち出しているな

かで、理念ばっかりすっと並べているような感じなんですけれども、

実質、兵庫県の場合だったら、中学校は「トライやるウィーク」と

か、あるいは小学校は「社会科見学」だったり「自然学校」だった

り、というような具体的なものがあるんですけれども、これを実質、

赤穂の場合は、学校教育におけるキャリア教育を、という目的から

言うと、「各教科以外で」「いつ」「どの程度」「どれだけの頻度

で行えるか」という部分、具体的なものはあるんでしょうか。 

事務局     キャリア教育につきましては、小中高一貫して、キャリアパスポ

ートというものを作りまして、次々と送っていくような態勢を整え

ております。トライやるウィークなども含めて、普段日常的な生活

の中や特別活動の中でも、係活動とか、行事一つにしてもそれぞれ

「人の役に立てる」とかいうところにつながる態度を育てていく、

というふうに考えて進めていきます。 

委員      特に教科の中ではなくて、ということですね。授業、というか、

各教科以外の部分で、例えば道徳的な活動であるとかいうようなと

らえ方で、ここでボランティア活動だとかいろんなものをやればパ

スポートに記録される、というとらえ方ですか。 

事務局     キャリア教育は全教科の中で、特別活動も含めて行うものですの

で、横断的に行ってまいります。 

委員      了解しました。 

委員      ６ページの図書館事業の（６）ですけれども、その中で「ブック

スタート（絵本との出会い）事業」がありますが、具体的にどのよ

うな内容で行われているのか、ということと、その中でもし、こう

いうことが効果として現れてきているな、というふうなものがあれ

ば、教えていただきたいと思います。 

事務局     このブックスタート事業はですね、４か月健診を受診した乳児が
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対象となりまして、５か月のベビーレッスン時に、「ブックスター

トパック」といいまして、絵本２冊と絵本リスト、そして本の貸し

出し袋がセットになっているんですけれども、これを配布するとい

うものでありまして、絵本を通じて親子でコミュニケーションを取

りながら、絵本を見て言葉と心を通わせながら本の楽しさを知って

いただくという、読書活動のすそ野を広げるということを目的とし

た事業であります。その効果といいましょうか、お持ち帰りいただ

いた本は、親子で見ながら、おそらく、抱っこしながらその本を見

て、ということで、親は語りかけながら、ということで読んでいた

だけているというふうに思います。その具体的な効果というところ

は、なかなか把握をしにくいところではあるんですが、この事業の

フォローアップのために、「いないいないばあの会」というものを

実施しておりまして、０歳時から２歳児までの子どもと保護者を対

象にしまして、いろんな、また別の本を読み聞かせるとかそういっ

たことで、そういった会を実施するとかいうことも行っております。

そういった内容でございます。 

委員      ありがとうございます。なかなか、今、大人でも本を読んだり、

新聞を読んだりとか、そういう文字に触れるということは非常に少

ない中で、小さい時からそういった（文字に触れるような）ことを

していただいているというのは非常に大事なことだと思います。読

み聞かせにしても、読書にしても、表現力であるとかあるいは想像

力とか、そういったものを培うのは非常に大事だと思いますので、

ぜひ今後も今課長さんが言われたようにすそ野を広げていっていた

だいて、ぜひ継続していただきたいなと思います。よろしくお願い

します。 

事務局     ご意見ありがとうございます。今後もこの事業は継続をして、乳

幼児から本に親しんでいただけるような環境づくりを整えていけれ

ば、と考えております。 

教育長     他にご質疑ございませんか。 

        ご発言がないようですので、第７号議案、令和５年度赤穂教育プ

ランについて、順次、委員のご確認をいただき表決といたします。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、第７号議案は、原案のとおり

議決されました。 

次に、第８号議案「赤穂市教育委員会事務局処務規則の一部を改

正する等の規則の制定について」及び第９号議案「赤穂市教育委員

会決裁規程の一部を改正する規程の制定について」は、関連がござ
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いますので、一括審議といたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局    （ 赤穂市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する等の規則の

制定について及び、赤穂市教育委員会決裁規程の一部を改正す

る規程の制定について、議案８ページ及び９ページ、議案参考

資料２ページ～４ページに基づき説明を行った。 ） 

教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 

ご発言がないようですので、第８号議案「赤穂市教育委員会事務

局処務規則の一部を改正する等の規則の制定について」及び、第９

号議案「赤穂市教育委員会決裁規程の一部を改正する規程の制定に

ついて」順次、委員のご確認をいただき、表決といたします。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、第８号議案及び第９号議案は、

原案のとおり議決されました。次に、第１０号議案「地方公務員法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関

する規則の制定について」事務局の説明をお願いします。 

事務局    （ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員

会規則の整理に関する規則の制定について、議案１０ページ及び 

１１ページ、議案参考資料５ページ及び６ページに基づき説明を

行った。 ） 

教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。ご発

言がないようですので、第１０号議案「地方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する規則の制

定について」順次、委員のご確認をいただき、表決といたします。

 大河委員いかがですか。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、第１０号議案は、原案のとお

り議決されました。次に、第１１号議案「赤穂市通学費補助金交付

規則の一部を改正する規則の制定について」事務局の説明をお願い

します。 

事務局    （ 赤穂市通学費補助金交付規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、議案１２ページ、議案参考資料７ページに基づき説明を

行った。 ） 

教育長     ただいまの事務局の説明について、ご質疑ございませんか。 

委員      ４月１日から実施ということなんですが、当面何人ぐらい（対象

の）子どもはいるんですか。 

事務局     この通学費補助金自体は、市内のいろんな小学校の児童全員で、

７４名おります。このＪＲ西日本のダイヤ改正の対象となりますの
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が、（赤穂）西小学校の生徒で、７４人のうち９人、現在のところ

対象となっております。４月からは、２名増えて１１名となると聞

いております。 

教育長     ほかにご発言がないようですので、第１１号議案「赤穂市通学費

補助金交付規則の一部を改正する規則の制定について」順次、委員

のご確認をいただき、表決といたします。 

全委員     異議なし。 

教育長     以上のとおりの賛成をもちまして、第１１号議案は、原案のとお

り議決されました。 

        その他、事務局から報告事項がありますか。 

事務局   （ 第３回定例教育委員会を３月３０日（木）午前１０時から、赤穂

市役所第２庁舎で開催することを報告した。 ） 

教育長     以上で、本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして

教育委員会臨時会を終了させていただきます。お疲れ様でした。 

                   （午後３時０２分閉会） 


